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６
月
の
環
境
月
間
に
あ
わ
せ
、
対
馬
市
、
対
馬
保
健
所
、

警
察
署
、
長
崎
県
産
業
廃
棄
物
協
会
対
馬
壱
岐
支
部
な
ど
関

係
者
に
よ
る
不
法
投
棄
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
ま
し
た
。

　
今
回
の
パ
ト
ロ
ー
ル
で
目
立
っ
た
ケ
ー
ス
と
し
て

　
①
空
き
地
に
家
屋
廃
材
、
が
れ
き
等
が
適
正
に
処
理
さ
れ

　
　
ず
野
積
み
さ
れ
て
い
る
。

　
②
山
林
に
生
活
ご
み
、
廃
家
電
等
が
投
棄
さ
れ
て
い
る
。

　
③
使
用
済
自
動
車
が
道
路
敷
や
山
林
に
放
置
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
ケ
ー
ス
は
、
ど
れ
も
法
律
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び

清
掃
に
関
す
る
法
律
）
に
違
反
し
て
い
ま
す
。

　
不
法
投
棄
に
対
す
る
罰
則
は
、
産
業
廃
棄
物
、
一
般
廃
棄

物
と
も
共
通
で
す
。

　
５
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
１,
０
０
０
万
円
以
下
の
罰

金
、
又
は
こ
れ
ら
が
併
科
さ
れ
、
会
社
が
関
わ
っ
た
場
合
に

は
、
会
社
に
も
1
億
円
以
下
の
罰
金
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

最
近
の
検
挙
事
例�

　
家
庭
ご
み
を
投
棄
し
た
ケ
ー
ス�

　
①
自
宅
か
ら
排
出
し
た
家
庭
ご
み（
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
容
器
）

　
　
等
約
2.5
kg
を
路
上
に
不
法
投
棄
し
た
も
の
　
罰
金
５
万
円�

　
②
自
宅
か
ら
排
出
し
た
家
庭
ご
み
（
生
ご
み
）
等
0.5
立
方

　
　
メ
ー
ト
ル
を
空
地
に
不
法
投
棄
し
た
も
の
　
罰
金
30
万
円

　
③
自
宅
か
ら
排
出
し
た
家
庭
ご
み
（
冷
蔵
庫
1
台
、
テ
レ

　
　
ビ
1
台
、
電
子
レ
ン
ジ
1
台
）
等
約
２
７
０
kg
を
山
林

　
　
に
不
法
投
棄
し
た
も
の
　
罰
金
50
万
円

　
④
自
宅
か
ら
排
出
し
た
家
庭
ご
み
（
雑
誌
、
空
き
箱
、
ご

　
　
み
入
り
ポ
リ
袋
）
等
約
23
kg
を
駐
車
場
に
不
法
投
棄
し

　
　
た
も
の
　
罰
金
30
万
円

産
業
廃
棄
物
を
投
棄
し
た
ケ
ー
ス

　
①
肥
料
の
製
造
・
販
売
等
を
業
と
す
る
Ａ
社
の
代
表
取
締

　
　
役
Ｂ
及
び
取
締
役
Ｃ
は
、
知
事
の
登
録
を
受
け
な
い
で

　
　
家
屋
解
体
工
事
業
を
営
み
、
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
木
く

　
　
ず
等
約
23
立
方
メ
ー
ト
ル
、
ガ
ラ
ス
く
ず
等
約
32
立
方

　
　
メ
ー
ト
ル
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず
等
５
２
７
立
方
メ
ー

　
　
ト
ル
を
従
業
員
ら
に
不
法
投
棄
さ
せ
た
も
の

　
　
Ａ
社
‥�
罰
金
8
0
0
万
円
、
代
表
取
締
役
Ｂ
‥
懲
役
2�

　
　
年
、
取
締
役
Ｃ
‥�
懲
役
1
年
執
行
猶
予
3
年�

　
②
産
業
廃
棄
物
の
収
集
運
搬
業
を
業
と
す
る
Ａ
社
の
取
締

　
　
役
Ｂ
が
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず
、木
く

　
　
ず
等
約
1
1
3.

49
立
方
メ
ー
ト
ル
を
従
業
員
C,
D,
E,

　
　
ら
と
共
謀
し
不
法
投
棄
し
た
も
の

　
　
Ａ
社
‥
罰
金
8
0
0
万
円
、
代
表
取
締
役
Ｂ
‥
懲
役
3�

　
　
年
執
行
猶
予
4
年�

　
オ
オ
キ
ン
ケ
イ
ギ
ク
は
、
対
馬

で
は
５
月
か
ら
６
月
に
か
け
て
濃

い
黄
色
の
花
を
咲
か
せ
る
と
て
も

き
れ
い
な
花
で
す
が
、
繁
殖
力
が

強
く
、
生
態
系
へ
の
被
害
を
及
ぼ

す
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
、
特
定

外
来
生
物
に
指
定
さ
れ
、
原
則
と

し
て
栽
培
・
保
管
・
運
搬
・
販
売

・
譲
渡
・
輸
入
な
ど
が
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
１
例
と
し
て
、
個
人
で
違
反
し

た
場
合
は
、
最
高
で
懲
役
３
年
以

下
も
し
く
は
、
３
０
０
万
円
以
下

の
罰
金
が
課
せ
ら
れ
る
な
ど
、
内

容
に
よ
っ
て
は
非
常
に
重
い
罰
則

が
課
せ
ら
れ
ま
す
。

　
く
れ
ぐ
れ
も
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

対
馬
市
観
光
交
流
課
　
自
然
共
生
班�
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オ
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外
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し
て

　
特
定
外
来
生
物
と
し
て�

　
栽
培
等
が
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

栽
培
等
が
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

「
オ
オ
キ
ン
ケ
イ
ギ
ク
」は�

　
特
定
外
来
生
物
と
し
て�

　
栽
培
等
が
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

不
法
投
棄
は
犯
罪
で
す
。�
不
法
投
棄
は
犯
罪
で
す
。�

不
法
に
放
置
さ
れ
た
車
　
　
　
　
野
積
み
さ
れ
た
廃
材
な
ど�

廃

棄

物

対

策

課

コ

ー

ナ

ー

�

対
馬
市
廃
棄
物
対
策
課�

☎
０
９
２
０（
５
３
）６
１
１
１�

対馬の自然環境とみんなの生活環境を守るため�
ごみの不法投棄は、しない！ させない！ 許さない！�

知らなかったでは通りません。 安易にポイ捨てしていませんか？ 不法投棄は犯罪です。�

対馬の自然環境とみんなの生活環境を守るため�
ごみの不法投棄は、しない！ させない！ 許さない！�

知らなかったでは通りません。 安易にポイ捨てしていませんか？ 不法投棄は犯罪です。�
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シ
リ
ー
ズ 

文
化
財
の
紹
介

国
指
定
史
跡
「
矢
立
山
古
墳
群
」�

対
馬
市
教
育
委
員
会
　
文
化
財
課�

☎
0
9
2
0（
5
4
）2
3
4
1

や

た
て

や
ま

こ

ふ
ん

ぐ
ん

　
対
馬
の
歴
史
を
記
し
た
図
書
の
ひ

と
つ
に
１
９
２
８
年
（
昭
和
３
）
発

行
の
『
對
馬
島
誌
』
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
な
か
に
厳
原
町
の
佐
須
に
あ
る

「
岩
屋
」
の
記
述
が
見
え
ま
す
。

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
「
佐
須
村
下
原

の
小
茂
田
境
の
路
の
上
に
」
岩
屋
が

あ
り
、
垂
仁
天
皇
の
皇
后
と
も
言
わ

れ
る
狭
穂
姫
と
い
う
人
が
「
久
根
の

矢
干
山
（
矢
立
山
）
」
に
行
く
前
に

隠
れ
て
い
た
場
所
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
、
と
い
う
の
で
す
。

　
こ
の
岩
屋
こ
そ
が
現
在
、
国
指
定

史
跡
に
な
っ
て
い
る
矢
立
山
古
墳
群

だ
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
對
馬
島
誌

の
発
行
か
ら
過
ぎ
る
こ
と
20
年
、
１

９
４
８
年
に
京
都
大
学
の
梅
原
末
治

教
授
を
隊
長
と
す
る
東
亜
考
古
学
会

に
よ
っ
て
初
め
て
矢
立
山
古
墳
群
は

本
格
的
な
調
査
が
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
結
果
、
古
墳
群
は
７
世
紀
に
作
ら

れ
た
２
基
の
円
墳
で
、
太
刀
や
銅
鋺

と
い
っ
た
副
葬
品
が
あ
り
、
２
号
墳

は
石
室
の
平
面
が
Ｔ
字
形
に
な
っ
て

い
る
な
ど
様
々
な
こ
と
が
わ
か
り
ま

し
た
。
内
容
の
重
要
性
か
ら
１
９
７

６
年
に
国
指
定
史
跡
に
な
り
、
以
後

対
馬
の
古
墳
時
代
を
知
る
貴
重
な
遺

跡
と
し
て
保
護
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
近
年
の
調
査
で
、
１
号

墳
、
２
号
墳
は
実
は
３
つ
の
段
を
持

つ
方
墳
で
あ
る
こ
と
と
、
２
基
の
東

に
も
う
１
つ
古
墳
が
あ
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
矢
立

山
古
墳
群
は
九
州
だ
け
で
な
く
全
国

的
に
も
重
要
な
遺
跡
で
あ
る
こ
と
が

研
究
者
、
国
、
県
に
認
め
ら
れ
た
の

で
す
。

　
現
在
は
教
育
委
員
会
で
保
存
修
理

事
業
を
継
続
中
で
す
が
、
こ
の
貴
重

な
文
化
財
を
市
内
外
に
広
く
発
信
で

き
る
よ
う
に
努
力
し
て
い
き
ま
す
。

矢
立
山
古
墳
群

＊
厳
原
町
下
原
に
所
在
。
１
号
墳
、

２
号
墳
は
３
段
築
成
の
方
墳
で
３
号

墳
は
拳
大
か
ら
人
頭
大
の
石
を
積
ん

だ
長
方
形
の
積
石
塚
。
３
基
と
も
遺

体
を
安
置
す
る
主
体
部
は
横
穴
式
石

室
。
７
世
紀
中
ご
ろ
か
ら
後
半
に
か

け
て
作
ら
れ
た
古
墳
時
代
終
末
期
の

古
墳
。
段
築
方
墳
は
６
世
紀
末
ご
ろ

に
畿
内
の
天
皇
陵
な
ど
で
採
用
さ
れ

た
も
の
で
、
地
方
で
は
有
力
者
の
墓

に
使
わ
れ
た
。
し
か
し
地
方
で
は
段

築
の
も
の
は
少
な
く
、
矢
立
山
古
墳

群
は
畿
内
的
と
言
え
る
。

つ
し
ま

と
う

し

さ

す

い
わ

や

す
い
に
ん

こ
う
ご
う

さ

ほ

ひ
め

う
め
は
ら
す
え

じ

と
う

あ

こ
う

こ

が
っ
か
い

え
ん
ぷ
ん

た

ち

ど
う
わ
ん

ふ
く
そ
う
ひ
ん

ほ
う
ふ
ん

し
ゅ
た
い

ぶ

よ
こ
あ
な
し
き
せ
き

し
ゅ
う
ま
っ
き

だ
ん
ち
く

き

な
い

て
ん
の
う
り
ょ
う

遺
体
を
安
置
す
る
横
穴
式
石
室

し
つ

３号墳

２号墳

浅茅湾観光は�
市営渡海船「ニューとよたま」で!!
浅茅湾観光は�
市営渡海船「ニューとよたま」で!!

問い合わせ先　対馬市豊玉支所 地域振興課  ☎０９２０（５８）１１１１�

　市営渡海船「ニューとよたま」は、定期運航時間外の午前９時から
12時までの間、浅茅湾の周遊観光や貸切運行を行っています。（※事
前の予約が必要です）�
　雄大な浅茅湾の自然を「ニューとよたま」で満喫されてはいかがで
しょうか。�

●乗り合い（４人以上）�

　Ａコース　１人：2,000円�

　Ｂコース　１人：3,000円�

　Ｃコース　１人：3,500円�

樽ヶ浜～鋸割・城山～樽ヶ浜　樽ヶ浜～和多都美～樽ヶ浜�
樽ヶ浜～仁位（貸切のみ）　　　仁位～樽ヶ浜（貸切のみ）�
加志々～樽ヶ浜（貸切のみ）　　樽ヶ浜～加志 （々貸切のみ）�

27,000円�

36,000円�

45,000円�

樽ヶ浜～鋸割・城山～和多都美～樽ヶ浜�
樽ヶ浜～万関～鋸割・城山～樽ヶ浜�
樽ヶ浜～万関～和多都美～樽ヶ浜�
仁位～和多都美～鋸割・城山～樽ヶ浜（貸切のみ）�
仁位～和多都美～鋸割・城山～万関～樽ヶ浜（貸切のみ）�

樽ヶ浜～鋸割・城山～和多都美～万関～樽ヶ浜�

Ａコース�
所要時間：60分�

Ｂコース�
所要時間：90分�

Ｃコース�
所要時間：120分�


